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下請契約及び下請代金支払の適正化並びに施工管理の徹底等について 
 
 
 
 かねてより、本会業務の円滑な運営等につきましては、格別のご高配を賜り厚

くお礼申し上げます。 
さて、標記について、全国建産連を通じ国土交通省より周知依頼がまいりまし

たのでお知らせ申し上げます。 
 

 
【別添資料】 
別添１：【通達】下請契約及び下請代金支払の適正化並びに施工管理の徹底等に

ついて（R4 冬） 
別添２：【通達】下請代金の決定に当たって公共工事設計労務単価を参考資料と

して取り扱う場合の留意事項ついて 
別添３：【都道府県主管部局長あて】下請契約及び下請代金支払の適正化並びに

施工管理の徹底等について（R4 冬） 
別添４：【公共発注者の長あて】下請契約及び下請代金支払の適正化並びに施工

管理の徹底等について（R4 冬） 
別添５：【主要民間団体の長あて】下請契約及び下請代金支払の適正化並びに施

工管理の徹底等について（R4 冬） 
別添６：盆暮通達概要（R4 冬） 
 


